
瀬戸市告示第４０号 

令和３年瀬戸市告示第４２号（瀬戸市手数料徴収条例別表都市の低炭素

化の促進に関する法律第５３条第１項の規定に基づく低炭素化のための建

築物の新築等の計画認定申請手数料の項及び同法第５５条第１項の規定に

基づく低炭素化のための建築物の新築等の計画変更認定申請手数料の項に

規定する同法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める

機関及び当該基準に適合することを証する書類として市長が定める件）の

一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月３１日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

１ 市長が定める機関 １ 市長が定める機関 

申請の区分 市長が定める機関 

一戸建て住宅（人の居

住の用以外の用途に供

する部分を有しないも

のに限る。以下同じ。

）に係る申請 

登録住宅性能評価機関

又は登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関 

共同住宅等に係る申請

（瀬戸市手数料徴収条

例（平成１２年瀬戸市

条例第１２号。以下「

条例」という。）別表

備考第１項⑵又は第３

項⑵の規定の適用を受

ける申請を除く。） 

登録住宅性能評価機関

又は登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関 

共同住宅等に係る申請 住宅部分にあっては登

申請の区分 市長が定める機関 

一戸建て住宅（人の居

住の用以外の用途に供

する部分を有しないも

のに限る。以下同じ。

）に係る申請 

登録住宅性能評価機関 

共同住宅等に係る申請

（瀬戸市手数料徴収条

例（平成１２年瀬戸市

条例第１２号。以下「

条例」という。）別表

備考第１項⑵又は第３

項⑵の規定の適用を受

ける申請を除く。） 

登録住宅性能評価機関 

共同住宅等に係る申請 住宅部分にあっては登



（条例別表備考第１項

⑵又は第３項⑵の規定

の適用を受ける申請に

限る。） 

録住宅性能評価機関又

は登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関、

非住宅部分にあっては

登録建築物エネルギー

消費性能判定機関 

＜省略＞ 

備考  

 ＜省略＞ 

２ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２

４年法律第８４号）第５４条第１項各号に掲げ

る基準に適合していることを証する書類 

⑴ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書（建

築物全体に係る申請については、建築物全体

に係る評価に係るものに限る。）（日本住宅

性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第

１３４６号）に規定する断熱等性能等級５、

６又は７及び一次エネルギー消費量等級６、

７又は８が表示されているものに限る。）の

写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（条例別表備考第１項

⑵又は第３項⑵の規定

の適用を受ける申請に

限る。） 

 

 

録住宅性能評価機関、

非住宅部分にあっては

登録建築物エネルギー

消費性能判定機関 

＜省略＞ 

備考  

 ＜省略＞ 

２ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２

４年法律第８４号）第５４条第１項各号に掲げ

る基準に適合していることを証する書類 

⑴ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書（建

築物全体に係る申請については、建築物全体

に係る評価に係るものに限る。）（日本住宅

性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第

１３４６号）に規定する断熱等性能等級５、

６又は７及び一次エネルギー消費量等級６（

建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一

層の促進その他の建築物の低炭素化の促進の

ために誘導すべき基準の一部を改正する件（

令和４年経済産業省・国土交通省・環境省告

示第１号。以下「改正告示」という。）附則

第２項又は第６項の規定により改正告示によ

る改正前の建築物に係るエネルギーの使用の

合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素

化の促進のために誘導すべき基準（平成２４

年経済産業省・国土交通省・環境省告示第１

１９号）Ⅰの第２の１及び２が適用される建

築物であって、改正告示の施行の日以後にす

る都市の低炭素化の促進に関する法律第５５

条第１項の変更の認定の申請に係る建築物に

ついては、同告示に規定する断熱等性能等級

４、５、６又は７及び一次エネルギー消費量



 

 

 ⑵ ＜省略＞ 

等級５又は６）が表示されているものに限る

。）の写し 

 ⑵ ＜省略＞ 
  

 


